
平
成
十
四
年
総
務
省
令
第
六
十
六
号

特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
の
適
正
化
等
に
関
す
る

法
律
施
行
規
則

特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、

及
び
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信

の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。

（
用
語
）

第
一
条
　
こ
の
命
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
特
定

電
子
メ
ー
ル
の
送
信
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
以

下
「
法
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例

に
よ
る
。

（
自
己
の
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
の
通
知
の
方
法
）

第
二
条
　
法
第
三
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
送
信

者
又
は
送
信
委
託
者
に
対
す
る
自
己
の
電
子
メ
ー
ル
ア

ド
レ
ス
の
通
知
の
方
法
は
、
書
面
に
よ
り
通
知
す
る
方

法
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
特
定
電
子

メ
ー
ル
を
受
信
す
る
場
合
の
通
知
の
方
法
は
、
任
意
の

方
法
と
す
る
。

一
　
第
六
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当

す
る
特
定
電
子
メ
ー
ル

二
　
法
第
三
条
第
一
項
第
一
号
の
通
知
の
受
領
の
た
め

に
送
信
が
さ
れ
る
一
の
特
定
電
子
メ
ー
ル

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
方
法
に
よ
る

送
信
者
又
は
送
信
委
託
者
に
対
す
る
自
己
の
電
子
メ
ー

ル
ア
ド
レ
ス
の
通
知
が
法
第
三
条
第
三
項
本
文
の
規
定

に
よ
る
特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
を
し
な
い
よ
う
に
求

め
る
旨
（
一
定
の
事
項
に
係
る
特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送

信
を
し
な
い
よ
う
に
求
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

旨
）
の
通
知
に
該
当
す
る
場
合
は
、
当
該
通
知
は
法
第

三
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
自
己
の
電
子
メ
ー

ル
ア
ド
レ
ス
の
通
知
に
該
当
し
な
い
も
の
と
す
る
。

（
自
己
の
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
の
公
表
の
方
法
）

第
三
条
　
法
第
三
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
自
己

の
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
の
公
表
の
方
法
は
、
自
己
の

電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し

て
公
衆
が
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
方
法

と
す
る
。
た
だ
し
、
自
己
の
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
と

併
せ
て
特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
を
し
な
い
よ
う
に
求

め
る
旨
の
文
言
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
公
衆

が
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
い
た
と
き
は
、

こ
の
限
り
で
は
な
い
。

（
同
意
を
証
す
る
記
録
の
保
存
方
法
等
）

第
四
条
　
法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
電
子
メ

ー
ル
の
送
信
を
す
る
よ
う
に
求
め
が
あ
っ
た
こ
と
又
は

送
信
を
す
る
こ
と
に
同
意
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
記

録
の
保
存
の
方
法
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か

の
記
録
を
必
要
に
応
じ
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法

と
す
る
。

一
　
法
第
三
条
第
一
項
第
一
号
の
通
知
を
し
た
者
の
個

別
の
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
（
特
定
電
子
メ
ー
ル
の

送
信
に
当
た
っ
て
の
あ
て
先
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）

に
係
る
当
該
通
知
を
受
け
た
時
期
及
び
方
法
そ
の
他

の
当
該
通
知
を
受
け
た
際
の
状
況
を
示
す
記
録

二
　
特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
に
当
た
っ
て
の
あ
て
先

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
が
特

定
で
き
る
よ
う
に
さ
れ
て
い
る
記
録
及
び
次
に
掲
げ

る
場
合
の
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
区
分
に

掲
げ
る
事
項
の
う
ち
法
第
三
条
第
一
項
第
一
号
の
規

定
に
よ
る
特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
を
す
る
よ
う
に

求
め
る
旨
又
は
送
信
を
す
る
こ
と
に
同
意
す
る
旨
の

通
知
に
係
る
事
項
の
記
録

イ
　
書
面
を
提
示
し
、
又
は
交
付
す
る
こ
と
（
フ
ァ

ク
シ
ミ
リ
装
置
を
用
い
て
書
面
を
提
示
す
る
こ
と

を
含
む
。
）
に
よ
り
法
第
三
条
第
一
項
第
一
号
の

通
知
を
受
け
た
場
合
　
当
該
書
面
に
記
載
し
た
定

型
的
な
事
項

ロ
　
特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
を
す
る
こ
と
に
よ
り

法
第
三
条
第
一
項
第
一
号
の
通
知
を
受
け
た
場

合
　
当
該
特
定
電
子
メ
ー
ル
の
通
信
文
の
う
ち
定

型
的
な
事
項

ハ
　
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

を
利
用
し
て
通
信
文
を
伝
達
す
る
こ
と
に
よ
り
法

第
三
条
第
一
項
第
一
号
の
通
知
を
受
け
た
場
合
　

当
該
通
信
文
の
う
ち
定
型
的
な
事
項

２
　
前
項
の
記
録
の
保
存
期
間
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

場
合
の
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め

る
期
間
と
す
る
。

一
　
当
該
記
録
に
係
る
特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
（
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
当
該
送
信
」
と
い
う
。
）
を

し
な
い
場
合
　
当
該
送
信
を
し
な
い
こ
と
と
し
た
日

ま
で
の
間

二
　
当
該
送
信
を
し
た
場
合
　
当
該
送
信
を
最
後
に
し

た
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の

間
。
た
だ
し
、
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
受

け
た
場
合
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
区
分
に
応
じ

て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
区
分
に
定
め
る
日
ま
で
の
間

イ
　
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
受
け
た
日
か

ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
に

当
該
送
信
を
し
た
場
合
　
当
該
送
信
を
当
該
期
間

内
に
お
い
て
最
後
に
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
年

を
経
過
す
る
日
又
は
当
該
送
信
を
最
後
に
し
た
日

か
ら
一
月
を
経
過
す
る
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日

ロ
　
当
該
送
信
を
最
後
に
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
一

月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
に
法
第
七
条
の
規

定
に
よ
る
命
令
を
受
け
た
場
合
　
当
該
送
信
を
最

後
に
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
日

（
特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
を
し
な
い
よ
う
に
求
め
る

旨
の
通
知
の
方
法
）

第
五
条
　
法
第
三
条
第
三
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
特
定
電

子
メ
ー
ル
の
送
信
を
し
な
い
よ
う
に
求
め
る
旨
（
一
定

の
事
項
に
係
る
特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
の
み
を
し
な

い
よ
う
に
求
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
旨
、
特
定
電

子
メ
ー
ル
の
送
信
を
一
定
の
期
間
し
な
い
よ
う
に
求
め

る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
旨
及
び
そ
の
期
間
）
の
通
知

の
方
法
は
、
特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
を
し
な
い
よ
う

に
求
め
る
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
明
ら
か
に
し
て
、

電
子
メ
ー
ル
の
送
信
そ
の
他
の
任
意
の
方
法
に
よ
っ
て

行
う
方
法
と
す
る
。

（
拒
否
者
に
対
す
る
送
信
の
禁
止
の
例
外
）

第
六
条
　
法
第
三
条
第
三
項
た
だ
し
書
の
総
務
省
令
・
内

閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
　
契
約
の
申
込
み
を
し
た
者
又
は
契
約
を
締
結
し
た

者
に
対
し
当
該
契
約
の
申
込
み
、
内
容
又
は
履
行
に

関
す
る
事
項
を
通
知
す
る
た
め
に
送
信
さ
れ
る
電
子

メ
ー
ル
に
お
い
て
広
告
又
は
宣
伝
が
付
随
的
に
行
わ

れ
る
場
合

二
　
電
子
メ
ー
ル
の
受
信
を
す
る
者
に
対
し
広
告
又
は

宣
伝
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
提
供
さ
れ
る

電
子
メ
ー
ル
通
信
役
務
を
用
い
て
電
子
メ
ー
ル
が
送

信
さ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
電
子
メ
ー
ル
に
お

い
て
当
該
電
子
メ
ー
ル
通
信
役
務
の
提
供
を
す
る
者

に
よ
り
広
告
又
は
宣
伝
が
付
随
的
に
行
わ
れ
る
場
合

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
広
告
又
は
宣
伝

以
外
の
行
為
を
主
た
る
目
的
と
し
て
送
信
さ
れ
る
電

子
メ
ー
ル
（
電
子
メ
ー
ル
の
受
信
を
す
る
者
の
意
思

に
反
す
る
こ
と
な
く
送
信
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）

に
お
い
て
広
告
又
は
宣
伝
が
付
随
的
に
行
わ
れ
る

場
合

（
表
示
の
方
法
等
）

第
七
条
　
法
第
四
条
各
号
に
定
め
る
事
項
が
表
示
さ
れ
る

よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
方
法
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
事
項
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
場

所
に
表
示
す
る
方
法
と
す
る
。

一
　
法
第
四
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
　

特
定
電
子
メ
ー
ル
の
任
意
の
場
所
で
あ
っ
て
、
当
該

特
定
電
子
メ
ー
ル
の
受
信
を
す
る
者
が
容
易
に
当
該

事
項
を
認
識
す
る
こ
と
の
で
き
る
場
所

二
　
法
第
四
条
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
（
第
九
条
第
一

号
に
掲
げ
る
事
項
に
限
る
。
）
　
法
第
四
条
第
二
号
に

掲
げ
る
事
項
の
表
示
が
さ
れ
た
場
所
の
直
前
又
は
直

後
（
特
定
電
子
メ
ー
ル
の
受
信
を
す
る
者
が
当
該
特

定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
に
用
い
ら
れ
た
電
子
メ
ー
ル

ア
ド
レ
ス
を
そ
の
あ
て
先
と
す
る
電
子
メ
ー
ル
の
送

信
を
す
る
こ
と
に
よ
り
法
第
三
条
第
三
項
本
文
の
通

知
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該

特
定
電
子
メ
ー
ル
の
任
意
の
場
所
で
あ
っ
て
、
当
該

受
信
を
す
る
者
が
容
易
に
当
該
事
項
を
認
識
す
る
こ

と
の
で
き
る
場
所
）

三
　
法
第
四
条
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
（
第
九
条
第
二

号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
限
る
。
）
　
任
意
の

場
所
（
当
該
事
項
を
特
定
電
子
メ
ー
ル
以
外
の
場
所

に
表
示
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
と
き
は
、
そ
の
場
所
を

示
す
情
報
が
当
該
特
定
電
子
メ
ー
ル
の
任
意
の
場
所

に
表
示
さ
れ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
）

２
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る

事
項
に
つ
い
て
は
、
当
該
特
定
電
子
メ
ー
ル
に
係
る
任

意
の
場
所
に
表
示
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
と
き
に
限
る
。
）

は
、
通
信
文
で
用
い
ら
れ
る
も
の
と
同
一
の
文
字
コ
ー

ド
を
用
い
て
符
号
化
す
る
こ
と
に
よ
り
表
示
さ
れ
る
よ

う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
特
定
電
子
メ

ー
ル
の
送
信
に
必
要
な
範
囲
に
お
い
て
、
他
の
符
号
化

方
法
に
よ
り
重
ね
て
符
号
化
し
た
も
の
は
、
重
ね
て
符

号
化
す
る
前
の
文
字
コ
ー
ド
を
用
い
て
符
号
化
し
て
い

る
も
の
と
み
な
す
。

（
電
気
通
信
設
備
を
識
別
す
る
た
め
の
符
号
）

第
八
条
　
法
第
四
条
第
二
号
の
総
務
省
令
・
内
閣
府
令
で

定
め
る
文
字
、
番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
は
、
次
の

各
号
の
い
ず
れ
か
と
す
る
。

一
　
不
特
定
の
者
に
よ
っ
て
受
信
さ
れ
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
電
気
通
信
の
送
信
（
公
衆
に
よ
っ
て
直
接
受

信
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
電
気
通
信
の
送
信
を

除
く
。
）
の
用
に
供
さ
れ
る
電
気
通
信
設
備
（
次
条

に
お
い
て
「
特
定
電
気
通
信
設
備
」
と
い
う
。
）
の

う
ち
法
第
三
条
第
三
項
本
文
の
通
知
を
受
け
る
た
め

の
用
に
供
す
る
部
分
（
当
該
通
知
を
す
る
た
め
に
必

要
な
情
報
の
明
確
か
つ
平
易
な
表
現
に
よ
る
提
供
そ

の
他
の
方
法
に
よ
り
特
定
電
子
メ
ー
ル
の
受
信
を
す

る
者
が
当
該
通
知
を
容
易
に
行
う
こ
と
を
可
能
と
す

る
た
め
に
必
要
な
電
磁
的
記
録
を
保
存
し
た
も
の
を

含
む
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
通
知

受
領
部
分
」
と
い
う
。
）
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お

い
て
識
別
す
る
た
め
の
文
字
、
番
号
、
記
号
そ
の
他

の
符
号

二
　
前
号
に
規
定
す
る
符
号
に
対
応
さ
せ
た
文
字
、
番

号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
で
あ
っ
て
、
特
定
電
子
メ

ー
ル
の
受
信
を
す
る
者
が
当
該
符
号
を
用
い
て
そ
の

1



使
用
す
る
通
信
端
末
機
器
に
よ
り
通
知
受
領
部
分
に

接
続
で
き
る
も
の

（
そ
の
他
の
表
示
を
要
す
る
事
項
）

第
九
条
　
法
第
四
条
第
三
号
の
総
務
省
令
・
内
閣
府
令
で

定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。
た
だ

し
、
第
六
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け

る
特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
を
す
る
場
合
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

一
　
第
五
条
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
特
定
電
子
メ
ー

ル
の
送
信
を
し
な
い
よ
う
に
求
め
る
旨
の
通
知
を
、

法
第
四
条
第
二
号
に
掲
げ
る
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

を
そ
の
あ
て
先
と
す
る
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
を
す
る

こ
と
に
よ
り
又
は
前
条
に
定
め
る
文
字
、
番
号
、
記

号
そ
の
他
の
符
号
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と

が
で
き
る
旨

二
　
法
第
四
条
第
一
号
に
規
定
す
る
者
の
住
所

三
　
特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
に
つ
い
て
の
苦
情
、
問

合
せ
等
を
受
け
付
け
る
こ
と
の
で
き
る
電
話
番
号
、

電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
又
は
特
定
電
気
通
信
設
備
の

う
ち
苦
情
、
問
合
せ
等
の
受
付
の
用
に
供
す
る
部
分

を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
い
て
識
別
す
る
た
め
の
文

字
、
番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
若
し
く
は
そ
れ
に

対
応
さ
せ
た
文
字
、
番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
で

あ
っ
て
特
定
電
子
メ
ー
ル
の
受
信
を
す
る
者
が
当
該

符
号
を
用
い
て
そ
の
使
用
す
る
通
信
端
末
機
器
に
よ

り
当
該
部
分
に
接
続
で
き
る
も
の

（
総
務
大
臣
又
は
消
費
者
庁
長
官
に
対
す
る
申
出
の
手

続
）

第
十
条
　
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
又

は
消
費
者
庁
長
官
に
対
し
て
申
出
を
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
申
出
書
を
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一
　
申
出
人
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
及
び
連
絡
先

二
　
申
出
対
象
の
送
信
者
又
は
送
信
委
託
者
に
関
す
る

事
項

三
　
申
出
に
係
る
特
定
電
子
メ
ー
ル
又
は
送
信
者
情
報

を
偽
っ
た
電
子
メ
ー
ル
の
受
信
に
係
る
通
信
端
末
機

器
の
映
像
面
に
表
示
さ
れ
た
事
項

四
　
申
出
の
理
由

五
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
申
出
書
は
、
付
録
様

式
一
に
よ
る
こ
と
。

３
　
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
に
対
し

て
申
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
事
項
を
記
載
し

た
申
出
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
申
出
人
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
及
び
連
絡
先

二
　
申
出
対
象
の
送
信
者
又
は
送
信
委
託
者
に
関
す
る

事
項

三
　
申
出
に
係
る
架
空
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
そ
の

あ
て
先
と
す
る
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
の
状
況
に
関
す

る
事
項

四
　
申
出
の
理
由

五
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

４
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
申
出
書
は
、
付
録
様

式
二
に
よ
る
こ
と
。

（
登
録
の
申
請
）

第
十
一
条
　
法
第
十
四
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
は
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
総
務
大

臣
及
び
消
費
者
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
特
定
電
子
メ
ー
ル
等
送
信
適
正
化
業
務
を
行
お
う

と
す
る
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

三
　
特
定
電
子
メ
ー
ル
等
送
信
適
正
化
業
務
を
開
始
し

よ
う
と
す
る
年
月
日

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に

掲
げ
る
書
類

イ
　
定
款
の
謄
本
及
び
登
記
事
項
証
明
書

ロ
　
登
録
の
申
請
に
関
す
る
意
思
の
決
定
を
証
す
る

書
類

ハ
　
役
員
の
氏
名
及
び
略
歴
を
記
載
し
た
書
類

二
　
申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の

住
民
票
の
写
し

三
　
申
請
者
が
法
第
十
五
条
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当

し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
た
書
類

四
　
法
第
十
六
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
要
件
を

満
た
す
者
の
氏
名
及
び
略
歴
を
記
載
し
た
書
類

五
　
法
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
部
門

（
次
条
第
二
号
に
お
い
て
「
業
務
実
施
部
門
」
と
い

う
。
）
に
置
く
専
任
の
管
理
者
の
氏
名

六
　
法
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
文
書

と
し
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ
　
法
第
十
四
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
の

実
施
に
関
す
る
計
画
を
記
載
し
た
文
書

ロ
　
特
定
電
子
メ
ー
ル
等
送
信
適
正
化
業
務
の
管
理

に
関
す
る
方
法
を
記
載
し
た
文
書

ハ
　
特
定
電
子
メ
ー
ル
等
送
信
適
正
化
業
務
に
関
す

る
教
育
訓
練
に
つ
い
て
記
載
し
た
文
書

七
　
法
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
ハ
に
規
定
す
る
専
任

の
部
門
（
次
条
第
二
号
に
お
い
て
「
業
務
管
理
部

門
」
と
い
う
。
）
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
を
説
明
し

た
書
類

（
特
定
電
子
メ
ー
ル
等
送
信
適
正
化
業
務
の
実
施
基
準
）

第
十
二
条
　
法
第
十
八
条
の
総
務
省
令
・
内
閣
府
令
で
定

め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
法
第
十
六
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
要
件
を

満
た
す
者
が
常
時
特
定
電
子
メ
ー
ル
等
送
信
適
正
化

業
務
に
従
事
す
る
こ
と
。

二
　
業
務
管
理
部
門
が
業
務
実
施
部
門
か
ら
独
立
し
て

い
る
こ
と
。

三
　
法
第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
に
従

事
す
る
者
は
、
法
の
内
容
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、

適
切
に
応
答
す
る
こ
と
。

四
　
法
第
十
四
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
事
実
関

係
の
調
査
は
、
第
十
条
第
一
項
各
号
又
は
同
条
第
三

項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
遅
滞
な
く
情
報

を
収
集
し
検
証
す
る
方
法
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に

よ
り
行
い
、
そ
の
結
果
を
当
該
調
査
を
行
う
こ
と
を

求
め
た
総
務
大
臣
又
は
消
費
者
庁
長
官
に
報
告
す
る

こ
と
。

五
　
法
第
十
四
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
は
、

前
条
第
二
項
第
六
号
イ
に
掲
げ
る
文
書
に
記
載
さ
れ

た
計
画
に
従
っ
て
実
施
す
る
こ
と
。

（
業
務
規
程
の
記
載
事
項
）

第
十
三
条
　
法
第
二
十
条
第
二
項
の
総
務
省
令
・
内
閣
府

令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
特
定
電
子
メ
ー
ル
等
送
信
適
正
化
業
務
を
行
う
時

間
及
び
休
日
に
関
す
る
事
項

二
　
法
第
十
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
の
実
施

方
法
に
関
す
る
事
項

三
　
特
定
電
子
メ
ー
ル
等
送
信
適
正
化
業
務
に
関
す
る

書
類
の
管
理
に
関
す
る
事
項

四
　
法
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
財
務
諸
表
等
の
備

付
け
及
び
閲
覧
等
の
請
求
の
受
付
に
関
す
る
事
項

五
　
そ
の
他
特
定
電
子
メ
ー
ル
等
送
信
適
正
化
業
務
の

実
施
に
関
し
必
要
な
事
項

（
特
定
電
子
メ
ー
ル
等
送
信
適
正
化
業
務
の
休
廃
止
の

届
出
）

第
十
四
条
　
登
録
送
信
適
正
化
機
関
は
、
法
第
二
十
一
条

の
規
定
に
よ
り
特
定
電
子
メ
ー
ル
等
送
信
適
正
化
業
務

の
全
部
又
は
一
部
を
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
総

務
大
臣
及
び
消
費
者
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一
　
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
特
定
電
子
メ

ー
ル
等
送
信
適
正
化
業
務
の
範
囲

二
　
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
年
月
日
及
び

休
止
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
期
間

三
　
休
止
又
は
廃
止
の
理
由

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
備
付
け
）

第
十
五
条
　
登
録
送
信
適
正
化
機
関
は
、
民
間
事
業
者
等

が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の

利
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
四
十
九

号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
二
十
二
条

第
一
項
に
規
定
す
る
財
務
諸
表
等
の
備
付
け
を
電
磁
的

記
録
に
よ
り
行
う
場
合
に
は
、
書
面
に
記
載
さ
れ
て
い

る
事
項
を
ス
キ
ャ
ナ
（
こ
れ
に
準
ず
る
画
像
読
取
装
置

を
含
む
。
）
に
よ
り
読
み
取
っ
て
で
き
た
電
磁
的
記
録

を
登
録
送
信
適
正
化
機
関
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機

に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
又
は
磁
気
デ
ィ
ス

ク
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
情
報
を

確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
（
以
下
「
磁

気
デ
ィ
ス
ク
等
」
と
い
う
。
）
を
も
っ
て
調
製
す
る
こ

と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
法
第
二
十
二
条
第
二
項
（
第
三
号
及
び
第
四
号
に
係

る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い

て
準
用
す
る
。

３
　
第
一
項
の
財
務
諸
表
等
の
備
付
け
を
電
磁
的
記
録
に

よ
り
行
う
場
合
は
、
必
要
に
応
じ
登
録
送
信
適
正
化
機

関
に
お
い
て
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
明

確
に
紙
面
及
び
出
力
装
置
の
映
像
面
に
表
示
で
き
る
よ

う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
表
示
す
る
方
法

等
）

第
十
六
条
　
法
第
二
十
二
条
第
二
項
第
三
号
の
総
務
省

令
・
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
は
、
当
該
電
磁
的
記
録

に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
紙
面
又
は
出
力
装
置
の
映
像
面

に
表
示
す
る
方
法
と
す
る
。

２
　
法
第
二
十
二
条
第
二
項
第
四
号
の
総
務
省
令
・
内
閣

府
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
、

登
録
送
信
適
正
化
機
関
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
　
登
録
送
信
適
正
化
機
関
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

機
と
請
求
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気

通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用

す
る
方
法
で
あ
っ
て
、
当
該
電
気
通
信
回
線
を
通
じ

て
情
報
が
送
信
さ
れ
、
請
求
者
の
使
用
に
係
る
電
子

計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
情
報
が
記

録
さ
れ
る
も
の

二
　
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル

に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

３
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
請
求
者
が
フ
ァ
イ
ル

へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
る
書
面
を
作
成
す
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
帳
簿
の
記
載
）

第
十
七
条
　
法
第
二
十
六
条
の
総
務
省
令
・
内
閣
府
令
で

定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
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一
　
法
第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
指
導
又

は
助
言
を
行
っ
た
年
月
日
、
相
手
方
及
び
そ
の
内
容

二
　
法
第
十
四
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
事
実
関

係
の
調
査
の
結
果

２
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
、
電
子
計
算
機
に
備
え

ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
に
記
録
さ

れ
、
必
要
に
応
じ
登
録
送
信
適
正
化
機
関
に
お
い
て
電

子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
明
確
に
紙
面
及
び

出
力
装
置
の
映
像
面
に
表
示
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
記

録
を
も
っ
て
法
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
帳
簿
へ
の
記

載
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
登
録
送
信
適
正
化
機
関
は
、
法
第
二
十
六
条
に
規
定

す
る
帳
簿
（
前
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
が
行
わ
れ
た
同

項
の
フ
ァ
イ
ル
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
を
含
む
。
）
を
、

指
導
若
し
く
は
助
言
を
行
っ
た
日
又
は
調
査
を
終
了
し

た
日
か
ら
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
四
年
七
月

一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
一
〇
月
二
六
日
総
務
省

令
第
一
四
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
の
適
正
化

等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十

七
年
法
律
第
四
十
六
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年

十
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法

律
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
法
人
を
指
定
す

る
省
令
の
廃
止
）

２
　
特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法

律
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
法
人
を
指
定
す

る
省
令
（
平
成
十
四
年
総
務
省
令
第
八
十
号
）
は
、
廃

止
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
一
月
一
四
日
総
務
省

令
第
一
二
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
の
適

正
化
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平

成
二
十
年
法
律
第
五
十
四
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二

十
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
一
月
二
八
日
総
務
省

令
第
一
二
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人

に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
年
十
二
月
一

日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
八
月
二
八
日
内
閣
府
・

総
務
省
令
第
二
号
）

こ
の
命
令
は
、
消
費
者
庁
及
び
消
費
者
委
員
会
設
置

法
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
施
行
の
日

（
平
成
二
十
一
年
九
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
六
月
二
五
日
内
閣
府
・

総
務
省
令
第
一
号
）

こ
の
命
令
は
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び

日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱

し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
の
一
部
を

改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
四
年
七

月
九
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
五
日
内
閣
府
・
総

務
省
令
第
五
号
）

こ
の
命
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
一
〇
日
内
閣
府
・

総
務
省
令
第
一
〇
号
）

こ
の
命
令
は
、
令
和
二
年
十
二
月
十
五
日
か
ら
施
行

す
る
。

付
録
様
式
一
（
第1

0

条
第
２
項
関
係
）

付録様式一（第10条第２項関係） 

申出書 

                            年  月  日  

総務大臣又は消費者庁長官 殿 

郵便番号 
（ふりがな） 

住  所 

連 絡 先 

（ふりがな） 

氏  名             
 

 

下記のとおり、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第 条の規定に違

反して特定電子メールの送信がされたと認めるので、同法第８条第１項の規定に基

づき、適当な措置をとられるよう申し出ます。 
 

 

記 

 

１ 申出対象の送信者又は送信委託者に関する事項 

 

 

 

２ 申出に係る特定電子メール又は送信者情報を偽った電子メールの受信に係る

通信端末機器の映像面に表示された事項 

 

 

 

３ 申出の理由 

 

 

 

４ その他参考となる事項 

 

 

 

短          辺 

注１ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 

 ２ 空欄には､事案に応じて申出に係る法の条項を適切に記入すること｡ 

長 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

辺 

付
録
様
式
二
（
第1

0

条
第
４
項
関
係
）

付録様式二（第10条第４項関係） 

申出書 

                            年  月  日  

総務大臣 殿 

郵便番号 
（ふりがな） 

住  所 

連 絡 先 

（ふりがな） 

氏  名             
 

 

下記のとおり、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第６条の規定に違

反して特定電子メールの送信がされたと認めるので、同法第８条第３項の規定に基

づき、適当な措置をとられるよう申し出ます。 
 

 

記 

 

１ 申出対象の送信者又は送信委託者に関する事項 

 

 

 

２ 申出に係る架空電子メールアドレスをそのあて先とする電子メールの送信の

状況に関する事項 

 

 

 

３ 申出の理由 

 

 

 

４ その他参考となる事項 

 

 

 

短          辺 

注 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 

長 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

辺 
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